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件数 件数 寄附金額

日・曜日 行　　事　　名 場　　　所 時　　　間 内　　　　　容

令和２年

■８月16日～31日の行事予定

 17 月 のんき会 沢目駅舎内 午前9：00～ 心の病を持っている方が情報交換する場です。どなた
      　　　午後4：00 でもお気軽にお立ち寄りください。

 　 　 横内介護予防教室 横内公民館 午後2：00～ 自宅で出来る簡単な体操や脳を活性化させるゲームな
      　　　午後3：30 どを行います。
 18 火
   役場窓口（一部） 八峰町役場総務課 午後5：15～ 毎月第１および第３火曜日に戸籍・住民票の発行など、
   延長日 町民サービス係 　　　午後7：00 役場窓口の一部を時間を延長して実施します。 
       
 　 　 心配ごと相談 八峰町 午前9：30～正午 担当：奈良マリ子相談員     社会福祉協議会
  
 19 水  　 　  認知症の人と家族・地域の皆さんが、カフェのように
   ぽっぽカフェ 駅前コミュニティ 午後1：30～ お茶を飲みながら気軽にお話しできる場所です。
     センター 　　　午後3：30 対象：駅前・三ツ森地区の方　参加費：100円
       問合せ先：八峰町地域包括支援センター（☎77-3200）

 　 　 交流サロン 塙川健康センター 午後1：30～ 陽だまりの会がおいしいコーヒー、お茶を準備してお
   「らべんだー」  　　　午後3：00 待ちしております。
 20 木   
   ほっと健康相談 塙川健康センター 午後1：30～ 心の悩みなどの健康相談に応じます。お気軽においで
      　　　午後4：00 ください。

 21 金 八峰町戦没者追悼式 峰栄館 午前11：00～ 町民の皆様のご参列をお願いいたします。

 24 月 のんき会 沢目駅舎内 午前9：00～ 心の病を持っている方が情報交換する場です。どなた
      　　　午後4：00 でもお気軽にお立ち寄りください。

 　 　 行政相談 水沢コミュニティ 午前9：30～ 担当：中山朱子委員     センター 　　　午前11：30
 
   めんちょこひろば 八森保健センター 午前10：00～ 対象：子ども園入園前の子どもと保護者
     （現地集合） 　　　午前11：00 内容：八森保健センターにお出かけして遊びます。
 25 火
   あった会 ファガス 午後1：30～ 読み聞かせサークル「かもめ」が、絵本の読み聞かせ
       などをします。

   畑谷介護予防教室 畑谷公民館 午後2：00～ 自宅で出来る簡単な体操や脳を活性化させるゲームな
      　　　午後3：30 どを行います。

 　 　 心配ごと相談 八峰町 午前9：30～ 担当：富山則夫相談員     社会福祉協議会 　　　　　　正午
 26 水   喜楽けんこう 　 午後2：00～ 内容：バランスボールを使った運動
   クラブ活動 峰栄館 　　　午後3：30 問合せ先：喜楽けんこうクラブ代表　小林       　　　　　【☎090－2366－9985】

 27 木 大沢介護予防教室 大沢公民館 午後2：00～ 自宅で出来る簡単な体操や脳を活性化させるゲームな
      　　　午後3：30 どを行います。

 　 　 　 　 受付 対象：令和２年４月生～令和２年５月生
 28 金 乳児健康診査 八森保健センター 午後0：30～ 　　　令和２年１月生～令和２年２月生
      　　　午後1：00 　　　令和元年10月生～令和元年11月生

 　 　 いさりびサロン 漁火の館 午前10：00～ 対象者：岩館第２地区にお住まいの方　参加費：１人100円
      　　　　　　正午 お茶やおいしいお菓子を用意しております。
 30 日
   もりのカフェ 椿台コミュニティセン 午後1：30～ 「ぬかもり館」に集まって「お茶を飲みながらおしゃべりする」
     ター「ぬかもり館」 　　　午後3：30 交流の場です。「もりのカフェ」ののぼりが目印です。

 　 　 のんき会 沢目駅舎内 午前9：00～ 心の病を持っている方が情報交換する場です。どなた
      　　　午後4：00 でもお気軽にお立ち寄りください。
 31 月
   行政相談 八峰町 午前9：30～ 担当：辻正英委員     社会福祉協議会 　　　午前11：30

      

ふるさと納税で八峰町を応援
～ 8月はふるさと納税普及啓発月間です～

「ふるさと八峰応援基金」寄附の状況をお知らせします

　ふるさと納税は、自分が生まれ育った「ふるさと」や、応援したい

「ふるさと」への想いを寄附という形にする仕組みとして、平成20年

にはじまりました。

　八峰町が参加する 「ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合」

（以下「自治体連合」）では、 ふるさと納税制度の理念・趣旨の啓発や

活用事例の研究・顕彰などの活動を行っています。

　自治体連合では、ふるさとに帰省する人が多い８月を「ふるさと納税

普及啓発月間」とし、啓発活動を実施しています。

　町外にいらっしゃるご家族やご友人に対し、ふるさと納税の利用拡大

に向けた周知等の呼びかけをお願いするとともに、「ふるさと八峰町」

への応援をよろしくお願いします。

　八峰町を愛し、応援してくださる方々の思いを形にし、個性豊かな活力あるふるさとづくりに役立てるため、平

成20年度にふるさと納税制度による「ふるさと八峰応援基金」を設置しました。

　平成27年度には、ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」と連携し、手続きがスムーズになったことにより、

平成26年度の約10倍の件数のご寄附をいただきました。また、平成29年９月からは（株）JTBが運営するふるさ

と納税ポータルサイト「ふるぽ」に登録しました。お礼の品の種類も豊富で、たくさんの寄附が寄せられています。

　令和元年度は、673名の方々から総額16,538,000円のご寄附をいただきました。これまで寄せられた寄附金に

ついては、今後、事業の実施など十分検討を行ったうえ活用していきます。

　

　ふるさと納税による寄附金は「ふるさと八峰応援基金」

へ積み立てられ、下記の事業のほか、個性豊かな活力あ

るふるさとづくりに資する事業の財源として活用されて

います。

・豊かな自然と共生するまちづくりに関する事業

・笑顔がこぼれるやすらぎのまちづくりに関する事業　

・地域の伝統や文化の継承および育成に関する事業

・活力ある産業のまちづくりに関する事業
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毎年8月と11月は
「ふるさとを想いふるさとを応援する国民運動月間」です。
毎年8月と11月は
「ふるさとを想いふるさとを応援する国民運動月間」です。

  8月  ふるさと納税普及啓発月間
11月  ふるさと納税利用促進月間
  8月   ふるさと納税普及啓発月間
11月  ふるさと納税利用促進月間

ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合

 平成20年度 22件 928,000円

 平成21年度 11件 870,000円

 平成22年度 19件 965,000円

 平成23年度 16件 700,000円

 平成24年度 20件 1,262,000円

 平成25年度 20件 2,675,000円

 平成26年度 93件 2,812,000円

 平成27年度 934件 12,406,800円

 平成28年度 1,310件 22,877,000円

 平成29年度 1,516件 33,715,501円

 平成30年度 1,247件 25,983,000円

 令和元年度 673件 16,538,000円

 合計 5,881件 121,732,301円

「ふるさと八峰応援基金」の使いみち 「ふるさと八峰応援基金」寄附状況


